
移動支援給付費単価表（令和6年4月1日～）

Ⅰ　移動支援

サービス
コード

サービス内容 単価　(円)
サービス
コード

サービス内容 単価　(円)
サービス
コード

サービス内容 単価　(円)

1001 移動・介護伴わない０．５Ｈ 1,187 2001 移動・介護伴う０．５Ｈ 2,867 2002 移動・介護伴う２人目０．５Ｈ 2,867

1011 移動・介護伴わない１．０Ｈ 2,206 2011 移動・介護伴う１．０Ｈ 4,524 2012 移動・介護伴う２人目１．０Ｈ 4,524

1021 移動・介護伴わない１．５Ｈ 3,080 2021 移動・介護伴う１．５Ｈ 6,574 2022 移動・介護伴う２人目１．５Ｈ 6,574

1031 移動・介護伴わない２．０Ｈ 3,864 2031 移動・介護伴う２．０Ｈ 7,492 2032 移動・介護伴う２人目２．０Ｈ 7,492

1041 移動・介護伴わない２．５Ｈ 4,636 2041 移動・介護伴う２．５Ｈ 8,444 2042 移動・介護伴う２人目２．５Ｈ 8,444

1051 移動・介護伴わない３．０Ｈ 5,409 2051 移動・介護伴う３．０Ｈ 9,374 2052 移動・介護伴う２人目３．０Ｈ 9,374

1061 移動・介護伴わない３．５Ｈ 6,182 2061 移動・介護伴う３．５Ｈ 10,315 2062 移動・介護伴う２人目３．５Ｈ 10,315

1071 移動・介護伴わない４．０Ｈ 6,955 2071 移動・介護伴う４．０Ｈ 11,244 2072 移動・介護伴う２人目４．０Ｈ 11,244

1081 移動・介護伴わない４．５Ｈ 7,728 2081 移動・介護伴う４．５Ｈ 12,174 2082 移動・介護伴う２人目４．５Ｈ 12,174

1091 移動・介護伴わない５．０Ｈ 8,500 2091 移動・介護伴う５．０Ｈ 13,104 2092 移動・介護伴う２人目５．０Ｈ 13,104

1101 移動・介護伴わない５．５Ｈ 9,273 2101 移動・介護伴う５．５Ｈ 14,033 2102 移動・介護伴う２人目５．５Ｈ 14,033

1111 移動・介護伴わない６．０Ｈ 10,046 2111 移動・介護伴う６．０Ｈ 14,963 2112 移動・介護伴う２人目６．０Ｈ 14,963

1121 移動・介護伴わない６．５Ｈ 10,819 2121 移動・介護伴う６．５Ｈ 15,892 2122 移動・介護伴う２人目６．５Ｈ 15,892

1131 移動・介護伴わない７．０Ｈ 11,592 2131 移動・介護伴う７．０Ｈ 16,822 2132 移動・介護伴う２人目７．０Ｈ 16,822

1141 移動・介護伴わない７．５Ｈ 12,364 2141 移動・介護伴う７．５Ｈ 17,752 2142 移動・介護伴う２人目７．５Ｈ 17,752

1151 移動・介護伴わない８．０Ｈ 13,137 2151 移動・介護伴う８．０Ｈ 18,681 2152 移動・介護伴う２人目８．０Ｈ 18,681

1301
移動・介護伴わない超過
０．５Hごと 772 2301 移動・介護伴う超過０．５Hごと 929 2302

移動・介護伴う２人目超過０．５H
ごと 929

1401
早朝・夜間加算（介護伴わ
ない）０．５Hごと 296 2401

早朝・夜間加算（介護伴う）０．５
Hごと 716 2402

早朝・夜間加算（介護伴う２人
目）０．５Hごと 716

（１）請求の最小単位は０．５時間。以降０．５時間増える毎に算定単位が上がる。１５分以上サービス提供があった場合に０．５時間と算定する（１５分未満は切り捨てる）。

（２）早朝は午前８時まで、夜間は午後６時以降を指す。

（３）早朝・夜間加算は、早朝・夜間の時間帯に続けて１５分以上サービス提供があった場合に０．５時間と算定する（１５分未満は切り捨てる）。

Ⅱ　通学等介助　

サービス
コード

サービス内容 単価　(円)
サービス
コード

サービス内容 単価　(円)
サービス
コード

サービス内容 単価　(円)

1601 通学・介護伴わない０．５Ｈ 2,206 1621 通学・介護伴わない０．５Hごと 1701 通学・介護伴わない０．５Hごと

1611 通学・介護伴わない１．０Ｈ 3,080 2621 通学・介護伴う０．５Hごと 2701 通学・介護伴う０．５Hごと

2601 通学・介護伴う０．５Ｈ 2,206 2622 通学・介護伴う２人目０．５Hごと 2702 通学・介護伴う２人目０．５Hごと

2611 通学・介護伴う１．０Ｈ 3,080

2602 通学・介護伴う２人目０．５Ｈ 2,206

2612 通学・介護伴う２人目１．０Ｈ 3,080

（１）請求の最小単位は０．５時間。以降０．５時間増える毎に算定単位が上がる。１５分以上サービス提供があった場合に０．５時間と算定する（１５分未満は切り捨てる）。

（２）早朝は午前８時まで、夜間は午後６時以降を指す。

（３）早朝・夜間加算は、早朝・夜間の時間帯に続けて１５分以上サービス提供があった場合に０．５時間と算定する（１５分未満は切り捨てる）。

772 551

１　介護伴わない ２　介護伴う ３　介護伴う２人目

1　最初の１時間まで 2　１時間を超えた場合 3　早朝・夜間加算


